
納
税
な
ど
に
は
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

▽
計
画
の
概
要

本
計
画
は
、
市
総

合
計
画
の
環
境
分
野
を
担
う
計
画

で
す
。
今
年
が
計
画
期
間
の
中
間

年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
、
改
訂
を

行
う
も
の
で
す
。
ま
た
、
国
の
地

球
温
暖
化
対
策
の
強
化
な
ど
を
踏

ま
え
「
あ
き
る
野
市
地
球
温
暖
化

対
策
実
行
計
画
（
区
域
施
策
編
）
」

を
本
計
画
に
含
ん
で
い
ま
す
。

▽
計
画
（
案
）
の
閲
覧
場
所

環
境

政
策
課
（
五
日
市
出
張
所
）
、
情

報
公
開
コ
ー
ナ
ー
（
市
役
所
４

階
）
、
中
央
公
民
館
、
各
図
書
館
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
の
提
出
方
法

４
月
４
日
㈪

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
Ａ
４
用
紙

な
ど
に
意
見
、
住
所
、
氏
名
、
電

話
番
号
を
記
入
の
上
、
送
付
し
て

く
だ
さ
い
（
直
接
提
出
、
フ
ァ
ッ

ク
ス
、
メ
ー
ル
で
も
受
け
付
け
ま

す
）
。

※
直
接
窓
口
に
提
出
す
る
場
合
…
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

▽
そ
の
他

●
電
話
や
窓
口
で
の
口
頭
に
よ
る
意

見
の
受
付
は
し
ま
せ
ん
。

●
提
出
さ
れ
た
意
見
は
、
個
人
を
特

定
で
き
な
い
よ
う
に
編
集
し
、
概

要
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。
個
別
に

回
答
は
し
ま
せ
ん
。

▽
提
出
・
問
合
せ

環
境
政
策
課

環
境
政
策
係
（
〒
１
９
０

－

０

１
６
４

五
日
市
４
１
１
、
☎

５
９
５
・
１
１
１
０
、

５
９

５
・
１
１
４
１
、
✉0

4
0
6
0
1
@

ak
iru

n
o-in

fo.tok
y
o.jp

）

大
容
量
の
充
電
池
を
搭
載
し
て
い

る
製
品
が
増
え
、
火
災
や
発
火
事
故

を
防
ぐ
た
め
、
分
別
を
見
直
し
ま
し

た
。
４
月
１
日
以
降
は
、
次
の
分
別

で
排
出
し
て
く
だ
さ
い
（
３
月
ま
で

は
従
来
ど
お
り
の
分
別
で
す
）。

▽
掃
除
機

使
用
済
小
型
電
子
機
器

▽
電
子
た
ば
こ
類

有
害
ご
み
（
電

池
、
水
銀
・
鉛

な
ま
り

な
ど
を
含
む
製

品
）

※
ス
テ
ィ
ッ
ク
ク
リ
ー
ナ
ー
や
、
ロ

ボ
ッ
ト
掃
除
機
な
ど
も
掃
除
機
と

し
て
使
用
済
小
型
電
子
機
器
に
分

類
し
ま
す
。

▽
問
合
せ

生
活
環
境
課
清
掃
・
リ

サ
イ
ク
ル
係

「
年
金
手
帳
」
の
交
付
が
廃
止
に

な
る
こ
と
に
伴
い
、
20
歳
到
達
な
ど

で
、
初
め
て
年
金
制
度
に
加
入
す
る

方
に
は
、
「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」

が
交
付
さ
れ
ま
す
。
す
で
に
交
付
済

の
「
年
金
手
帳
」
は
、
引
き
続
き
、

「
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
す
る
書
類
」

と
し
て
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
大
切

に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、

「
年
金
証
書
」
が
手
元
に
あ
れ
ば
、

「
年
金
手
帳
」
は
不
要
で
す
。

「
年
金
手
帳
」
の
再
交
付
を

希
望
す
る
方
へ

「
年
金
手
帳
」
の
交
付
は
、
３
月

で
終
了
し
ま
す
。
４
月
以
降
、
再
交

付
申
請
し
た
場
合
は
、
「
年
金
手
帳
」

の
代
わ
り
に
「
基
礎
年
金
番
号
通
知

書
」
を
交
付
し
ま
す
。
申
請
先
は
、

加
入
制
度
で
異
な
り
ま
す
。

▽
持
ち
物

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

（
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
運
転
免

許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
）

▽
申
請
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
第
１
号
被
保
険
者
、
任
意

加
入
被
保
険
者
以
外
の
方
は
、
青

梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８
・

30
・
３
４
１
０
）

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
１
世

帯
当
た
り
10
万
円
を
支
給
し
て
い
ま

す
。
給
付
金
の
受
給
に
は
、
手
続
き

が
必
要
で
す
。

▽
対
象
世
帯

次
の
い
ず
れ
か
に
当

て
は
ま
る
世
帯
が
支
給
対
象
で
す
。

●
基
準
日
（
令
和
３
年
12
月
10
日
）

に
お
い
て
世
帯
全
員
の
令
和
３
年

度
の
「
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
」
の
世
帯
、
た
だ
し
、
世
帯
全

員
が
、
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い

る
他
の
親
族
等
の
扶
養
を
受
け
て

い
る
場
合
は
対
象
外
で
す
。

●
令
和
３
年
１
月
以
降
の
収
入
が
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
減
少
し
「
住
民
税
非
課
税

相
当
」
の
収
入
と
な
っ
た
世
帯

（
家
計
急
変
世
帯
）

※
住
民
税
非
課
税
相
当
と
は
、
世
帯

員
全
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
年
収
見
込

額
（
令
和
３
年
１
月
以
降
の
任
意

の
１
か
月
収
入
×
12
倍
）
が
市
町

村
民
税
均
等
割
非
課
税
水
準
以
下

で
あ
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

▽
手
続
き

●
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世
帯
…
市

か
ら
給
付
金
の
支
給
要
件
確
認
書

を
送
付
し
て
い
ま
す
。
確
認
書
の

内
容
を
確
認
の
上
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

●
家
計
急
変
世
帯
…
給
付
金
を
受
給

す
る
た
め
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
て
、
添
付
書
類
と
と
も
に
、
市

の
臨
時
特
別
給
付
金
担
当
窓
口

に
、
直
接
か
郵
送
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
請
書
は
、
市
の
臨
時

特
別
給
付
金
担
当
、
生
活
福
祉

課
、
五
日
市
出
張
所
の
各
窓
口
、

あ
き
る
野
市
社
会
福
祉
協
議
会
の

窓
口
に
配
置
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
申
請

書
の
裏
面
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
そ
の
他

住
民
税
非
課
税
世
帯

等
に
対
す
る
臨
時
特
例
給
付
金
の

「
振
り
込
め
詐
欺
」
や
「
個
人
情

報
の
詐
取
」
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

自
宅
や
職
場
な
ど
に
都
道
府
県
・

市
区
町
村
や
国
（
の
職
員
）
な
ど

を
か
た
る
不
審
な
電
話
や
郵
便
が

あ
っ
た
場
合
は
、
最
寄
り
の
警
察

署
か
警
察
相
談
専
用
電
話
（
＃
９

１
１
０
）
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

住
民
税
非
課
税
世
帯

等
臨
時
特
別
給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
［
直
通
５
３
３
・
２
７
５
５

（
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）］

固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現
在
、

市
内
に
土
地
・
家
屋
・
事
業
用
償
却

資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課
税
さ

れ
ま
す
。
課
税
の
内
容
は
、
他
の
固

定
資
産
と
比
較
で
き
る
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
の

内
容
を
確
認
で
き
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

▽
日
時

４
月
１
日
㈮
～
５
月
31
日

㈫

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分
（
土
曜･

日
曜
日
、
祝
日
を

除
く
）

▽
場
所

課
税
課

▽
縦
覧
で
き
る
方

市
内
に
あ
る
土

地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の
納
税

者
と
家
族
な
ど
代
理
権
が
あ
る
方

▽
閲
覧
で
き
る
方

納
税
義
務
者
、

代
理
人
、
借
地
人
、
借
家
人
、
固

定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
が
あ

る
一
定
の
方

▽
持
ち
物

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確

認
書
類
（
代
理
人
は
委
任
状
）
が

必
要
で
す
。

※
借
地
借
家
人
の
方
は
、
本
人
確
認

の
た
め
、
契
約
書
か
そ
の
写
し
、

地
代
や
家
賃
の
領
収
書
な
ど

固
定
資
産
税
課
税
明
細
書
の

発
送

固
定
資
産
税
（
土
地
・
家
屋
）
の

課
税
内
容
を
確
認
で
き
る
課
税
明
細

書
（
非
課
税
物
件
と
免
税
点
未
満
を

除
く
）
は
、
５
月
に
発
送
す
る
納
税

通
知
書
と
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を
送

付
し
ま
す
（
自
己
所
有
の
固
定
資
産

の
課
税
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。
課
税
明
細
書
は
、
確
定
申
告
な

ど
に
利
用
で
き
ま
す
）。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ

課
税
課
土
地
資
産
税

係
・
家
屋
資
産
税
係

４
月
は
就
職
や
退
職
に
伴
う
異
動

手
続
き
が
多
い
時
期
で
す
。
国
民
年

金
や
国
民
健
康
保
険
の
手
続
き
が
必

要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
を

除
く
）。
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と

き
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き

が
必
要
で
す
。
ま
た
退
職
し
た
方
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
も
手
続
き

が
必
要
で
す
。

※
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合

は
、
退
職
（
失
業
）
特
例
に
よ
る

免
除
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
持
ち
物

退
職
日
が
確
認
で
き

る
書
類
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
（
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
運
転

免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
書
類
）、

年
金
手
帳

※
別
世
帯
の
方
が
届
出
を
す
る
場
合

は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

※
保
険
料
免
除
を
申
請
す
る
方
は
、

雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
、
公
務
員

の
方
は
退
職
辞
令
（
い
ず
れ
も
コ

ピ
ー
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
年

金
係
、
五
日
市
出
張
所
市
民
総
合

窓
口
係
（
申
請
の
み
）、
青
梅
年

金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８
・
30
・

３
４
１
０
）

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
や

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
は
、
届

出
が
必
要
で
す
。
変
更
の
日
か
ら
14

日
以
内
に
届
出
て
く
だ
さ
い
。
別
世

帯
の
方
が
届
出
を
す
る
際
は
、
委
任

状
が
必
要
で
す
。

▽
内
容

表
の
と
お
り

▽
そ
の
他

職
場
の
健
康
保
険
を
や

め
た
と
き
や
職
場
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
と
き
等
の
届
出
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感

染
予
防
の
た
め
、
郵
送
で
も
手
続

き
で
き
ま
す
。
表
の
「
手
続
き
に

必
要
な
も
の
」
と
異
動
届
を
同
封

し
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
異
動
届

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
国
民
健
康
保
険

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
請
求
・
問
合
せ

保
険
年
金
課
国

民
健
康
保
険
係

表
国民健康保険の届出が必要な場合 手続きに必要なもの

・職場の健康保険に加入したとき

・被扶養者になったとき

・国民健康保険証・職場の健康保険証

・マイナンバーが分かるもの

・職場の健康保険をやめたとき

・被扶養者から外れたとき

・職場の健康保険資格喪失証明書

・マイナンバーが分かるもの

・本人確認ができる書類（運転免許証など）

・他の市町村に転出するとき

・市内転居するとき

・国民健康保険証

・マイナンバーが分かるもの

・本人確認ができる書類（運転免許証など）

異動届

（3） 令和４年（2022年）３月15日  あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
に
対
す
る

臨
時
特
別
給
付
金
の
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

４
月
か
ら
掃
除
機
、

電
子
た
ば
こ
類
の

ご
み
の
分
別
が
変
わ
り
ま
す

国
民
年
金
・
国
民
健
康
保
険

の
お
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

４
月
か
ら「
年
金
手
帳
」は

「
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
」に
変
わ
り
ま
す

令
和
４
年
度
の
土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
と
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

第
２
次

あ
き
る
野
市
環
境
基
本
計
画

改
訂
版（
案
）に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す


